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放射性物質（RI）等の輸送に係る規制

国土交通省

資料第５号
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放射性同位元素等の事業所外運搬

に係る規制

（陸上輸送：国土交通省所管のみ）
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放射線障害防止法（陸上輸送）

第18条（運搬に関する確認等）

事業所外でのRIの陸上輸送（自動車等）は国土交通
省令で定める技術上の基準により輸送しなければな
らない。

第33条（危険時の措置）

第42条（報告徴収）

第43条の2（立入検査）

※国土交通省は放射性輸送物の輸送方法のみ所管
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放射性輸送物の陸上輸送規制の概要

陸上輸送については、主に以下のことを規制している。

積載方法

車両に係る線量当量率

車両に係る標識

取扱方法等を記載した書類の携行

見張人（関係者以外の者が近づけない場合は除く。例：施錠）

放射線防護計画

教育及び訓練

運搬の安全の確認

報告徴収
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放射性同位元素等車両運搬規則①

告示で定める標識を付す。標識又は表示第8条

輸送物については、輸送指数及び臨界安全指
数を定める。
輸送指数 = 輸送物の表面から1mの最大線量
当量率×100
0.05以下の場合は0とすることができる。
臨界安全指数 = 50÷（輸送制限個数）

輸送指数及び
臨界安全指数

第7条

○表面：2 ミリシーベルト毎時以下
○表面から1 m：100μシーベルト毎時以下
○放射能表面密度：告示で定める密度以下

コンテナ等に
係る線量当量
率等

第6条
火薬類等と同一の車両に積載してはならない。混載制限第5条

安全に積載し、関係者以外の者が通常立ち入
る場所に積載してはならない。

積載方法等第4条

関係者以外の者が通常立ち入る場所で積み込
む、取卸し等の取扱いをしてはならない。例
外あり。

取扱場所第3条
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放射性同位元素等車両運搬規則②

長距離にわたり輸送する際には、交代運転者
を同乗させる。

交代運転者等第14条

放射性輸送物の種類、取扱方法その他運搬に
留意すべき事項及び事故が発生した場合の措
置について記載した書類の携行

取扱方法等を
記載した書類
の携行

第13条

告示で定める標識を付す。
赤色灯を前部・後部に付ける。

車両に係る標
識

第11条

○車両の表面：2ミリシーベルト毎時以下
○車両の表面から1 m：100μシーベルト以
下
○運転席：20μシーベルト以下

車両に係る線
量当量率等

第10条

輸送指数が10を超えるもの又は臨界安全指
数が50を超えるものは、積載してはならな
い。
専用積載の場合、例外あり。

積載限度第9条
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放射性同位元素等車両運搬規則③

運搬を委託された者は、法第33条の規定
に基づき、放射性同位元素等の運搬に関
し人の障害が発生し、若しくは発生する
おそれがあるとき又は放射性同位元素等
を紛失したときは、その旨を直ちに、そ
の状況及びそれに対する処置を10日以内
に国土交通大臣に報告しなければならな
い。

報告徴収第22条

BM型、BU型の放射性物質については、
運搬の安全の確認が必要

運搬の安全の
確認

第19条

運搬に従事するのに必要な知識及び技能
を保有するよう、教育及び訓練を行わな
ければならない。

教育及び訓練第15条
の4

緊急時の対応に関する事項等を定めなけ
ればならない。

放射線防護計
画

第15条
の3
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放射性輸送物の運搬確認件数（B型）

413435433合計

（件）

404412417ＲＩ指定機関

確認

92316RI大臣確認

18年度17年度16年度

RI指定機関：国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法に
ついての運搬は、RI登録運搬方法確認機関が確認することが
できる。

輸
送
事
業
者
数
は
約
90
社
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輸送物運搬車両の概略図①
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輸送物運搬車両の概略図②
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輸送物運搬車両の概略図②
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成田空港・大井埠頭

国内メーカー

非密封線源：廃棄
密封線源：引取

納
品

納
品

廃引
棄取

引
取

納品

引取

納品

装置メーカー
ＲＩ協会

装備機器使用事業所病 院 大学・研究所

海外返却（密封線源）

輸入代理店（販売業者）

販売業者を介する場合がある

放射性医薬品メーカー

納品(原料)

販売業者

納
品

引
取

主な放射線源の流通経路（参考）

海外メーカー
米国・英国・仏国
加国・蘭国 他
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放射性物質等の輸送に係る規制

（海上輸送）
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船舶による危険物の運送基準等を定める告示

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

危険物船舶運送及び貯蔵規則（危規則）

船舶安全法

船舶による放射性物質等の輸送に関する法令等船舶による放射性物質等の輸送に関する法令等
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危険物船舶運送及び貯蔵規則による放射性同位元素の規制対象危険物船舶運送及び貯蔵規則による放射性同位元素の規制対象

Ｔ Ｉ：輸送指数(Transport Index)
CSI：臨界安全指数(Criticality Safety Index)

放射性輸送物に係る規制
（危規則第７１条～１０７条）

積付検査（危規則第１１１条）
（L型輸送物を除く。）

コンテナに収納される全ての
放射性物質等

ＩＰ型輸送物A型輸送物

B型輸送物

コンテナに収納されないＬ型輸送物

コンテナ収納検査（危規則第１１２条）

運送方法の確認（危規則第９９条）
輸送物等のＴＩ又
はCSIが１集貨
５０を越える場合

船内におけるTI又
はＣＳＩの合計が
２００を超える場合

・輸送物の設計承認（危規則第８６条）
・輸送物の確認（危規則第８７条）
・容器承認（危規則第８８条）
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○B型輸送物
第86条 設計承認

第87条 輸送物の確認

第88条 容器承認

第99条 運送方法の確認

第111条 積付検査※

第112条 収納検査※

○B型輸送物以外の放射性輸送物
第111条 積付検査※（L型輸送物を除く。）

第112条 収納検査※

※地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。

ただし、本邦以外の地で船積する場合を除く。

船舶による放射性同位元素の輸送に際し、必要な承認等船舶による放射性同位元素の輸送に際し、必要な承認等
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放射性同位元素の海上輸送の特徴（B型）放射性同位元素の海上輸送の特徴（B型）

○放射性同位元素の運送安全確認を行っているもの

は主としてコバルトとセシウムである。

○半減期の長いものが多い。

○輸送は国際間輸送が約９０％を占める。

○放射性同位元素が運送安全確認全体の中で占め
る割合は、約１５％である。
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放射性同位元素の運送安全確認数（B型）放射性同位元素の運送安全確認数（B型）

・輸送事業者数は約７社

49121621件数

計18年17年16年年
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放射性物質等の輸送に係る規制

（航空輸送）
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航空機による危険物関係規則体系

航空法第８６条

（爆発物等輸送禁止）

ＩＣＡＯ規則

（航空輸送）

航空法施行規則第１９４条

第１項 輸送禁止物件の範囲を規定

第２項 輸送禁止物件のうち輸送禁止
を解除するものを規定

IAEA規則

（全ての輸送手段）

国連勧告

（全ての輸送手段）

航空機による放射性物質等の輸送基準等を定める告示

（放射性物質の輸送基準）

航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示

（一般危険物の輸送基準）

2年毎に改正
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放射性輸送物の区分

L型輸送物

放射性医薬品等

核種：３H、１２５I
１４C、３２P、３３P
３５S、他

A型輸送物

放射性医薬品等

核種：３２P、６０Co
６７Ga、９９ｍTc
１９２Ir、２４１Am他

B型輸送物
９９Mo医薬品原料
放射線滅菌線源

核種：
９９Mo 、１９２Ir

C型輸送物
（航空輸送）

B型輸送物の
限度値を超える
放射性物質
（国内法への
取り入れなし）

規
制
免
除
値

特別形 A１×3,000
A２×100,000

の小さい方

非特別形 A２×3,000

特別形 A1

非特別形A２

固体・気体
A１、A２×１/1,000

液体 A１、A２×１/10,000

放射能 少 放射能 多
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確認制度

技術基準に適合していることについて

国土交通大臣の確認が必要なもの

1. B型輸送物
2. ０．１ｋｇ以上の六フッ化ウラン
3. 防護措置の必要な放射性物質

本邦外からのものについては、書面による確認が可能

１及び２については輸送方法の確認が必要
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国際的なセキュリティ

• シカゴ条約に基づくICAO附属書の技術指針において、保安
計画（Security Plans）が必要な放射性物質は、３０００A１
（特別形）または３０００A2のいづれかを超えるB型およびC型
輸送物となっている。

• わが国の航空輸送においては、輸送できる放射性物質の値
が、３０００A１（特別形）または３０００A2以下となっていること
から、保安計画（Security Plans）が必要な放射性物質の輸
送は行われていない。
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放射性物質の航空輸送の特徴

（特徴）

・Ｌ型・Ａ型といった放射能量が少量のものが99%以上。

・短半減期のものが多い。

・放射性同位元素及び放射性医薬品が99%以上。

・Ｃ型輸送物、核分裂性輸送物となる核燃料物質の輸
送は出来ない。
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BU型輸送物（Mo-99）の
海外からの輸送経路

●

(オタワ)

(アンカレッジ)
経由

（ＪＦＫ）

（フランクフルト）

成田空港

(南アフリカ)

(オランダ)
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放射性物質輸送量推移（航空輸送）

放射性輸送物総数推移【Ｈ９－Ｈ１８】

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Ｌ型

Ａ型

Ｂ型

IP

合計

Ｌ型 68065 66056 50995 49865 40379 33453 24082 23348 19814 18975

Ａ型 223773 233690 227757 218708 239739 221445 224033 206468 212844 201646

Ｂ型 321 360 358 362 360 375 370 376 367 366

IP 6 0 0 18 0 4 10 250 175 500

合計 292165 300106 279110 268953 280478 255277 248495 230442 233200 221487

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18


